障がい者控除対象者認定申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　月　　日

みよし市長　様　
申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対象者との続柄　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　下記の者について、所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第１０条第１項第７号及び第２項第６号並びに地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第７条第７号及び第７条の１５の７台６号に規定する障がい者及び特別障がい者としての認定書の発行を申請します。

記

	対象者
	住所
	□申請者と同じ
みよし市

	
	氏名
	
	被保険者番号
	

	
	生年月日
	年　　　月　　　日
	性別
	男　・　女

	対象年
	　　　　　　　年分の確定申告に利用します


認定にあたっては、要件確認のため、必要に応じて私の要介護認定等の情報を市が調査確認することに同意します。
対象者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（対象者が心身の状況等により署名できない場合）
代筆者氏名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象者との続柄　　　　　　　　　　　　
　　
【みよし市記入欄】※直近の介護認定情報
	本人確認書類
	　　
	認定日
	年 　月　 日

	要介護度
	
	介護認定有効期間
	年　 月　 日～　 年　 月　 日

	障害高齢者の日常生活自立度
	医師⇒自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2

調査⇒自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2

	認知症高齢者の日常生活自立度
	医師⇒自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Ｍ

調査⇒自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Ｍ


要介護認定を受けた方の障がい者控除について
みよし市では、市内在住の要介護等認定を受けている６５歳以上の方で、要支援２以上の方を、所得税及び市民税・県民税の障がい者控除対象者として認定しています。
１　障がい者控除の種別
	種別
	判　定　基　準
	所得控除の額

	障がい者
	要支援２及び要介護１～３で、特別障がい者に該当しない場合
	２７万円

	特別障がい者
	要介護４及び要介護５

又は審査判定における日常生活自立度が一定の基準を超える場合
	４０万円


２　「障害者控除対象者認定書」を受け取るには
　　原則申請不要です。毎年１２月３１日現在の介護認定状況により判定し、対象者の方全員へ、翌年の１月中に郵送します。（例：令和７年分の確定申告に使う認定書は、令和８年1月に郵送します。）
ただし、市内の住所地特例施設在住者のうち保険者が他市町村である人、本市への転入に伴い転入継続申請を提出した人のうち基準日（毎年１２月３１日）で初回の認定有効期間内である人、基準日（毎年１２月３１日）より前にお亡くなりになった人及び過年に遡った認定を希望する人については、申請書の提出が必要です。
　　「障害者控除対象者認定書」はみよし市在住の方（みよし市に住民票がある方）を対象に発行します。他市区町村にお住まいの方は、お住まいの市区町村の介護保険担当へお問合せください。
　　

【問合せ先】みよし市役所　長寿介護課　介護保険担当

電話　０５６１－３２－８００９

〒　　　  －　　





障害者控除対象者認定書は


税の申告に使用するものです。








